
目黒区では、街歩きを一つの観光と
捉えています。サイン等の多言語表記
については、遅れているところが多い
と感じていまして、都の観光財団によ
る補助金も用意されたところなので、
検討してまいります。まず、紙情報は
できるところから進めていきたいと考
えています。

今春の桜のマップは民間事業者のご
努力で多言語表記としたものもござい
ました。来年度は区の方で進めていき
たいと考えています。

　外国人旅行者への観光案内について
は、平成２９年３月、（一社）めぐろ観光まち
づくり協会が多言語版（英語・中国語（繁
体、簡体）・韓国語）の観光ガイドマップを
発行しました。　「目黒川さくらMAP２０１７」
については、昨年に引き続き（一社）めぐろ
観光まちづくり協会がマナー啓発を目的に
多言語版（英語・中国語（繁体、簡体）・韓
国語）を発行しています。
　また、平成２９年２月、（一社）めぐろ観光
まちづくり協会が東京観光案内窓口に指
定され、東京都から、外国人旅行者が都
内の観光情報を入手できる屋内型観光デ
ジタルサイネージの貸与を受け、設置しま
した（英語・中国語（繁体、簡体）・韓国語に
対応）。
　さらに、同じく東京都から、テレビ電話を
介した通訳により外国人観光客とコミュニ
ケーションを図る「モニター付きコールセン
ターサービス」の提供を受けました。貸与さ
れたタブレット端末により、英語・中国語
（繁体、簡体）・韓国語・タイ語・ロシア語・
ポルトガル語・スペイン語に対応した観光
案内を行っています。

平成２７・２８年度懇談会における課題のうち新たに区政に反映した内容 

№

1

【名所への外国語表示について】
　ここのところ観光が盛んになってき
ており、最近、外国の人が目黒に増え
ているが、外国語の表示が非常に少な
い。名所を見てもそういう感じがあ
る。今後、お客さんをお世話する人も
必要と感じる。
（２７年度）

区　民
懇談での回答

その後の対応
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学芸大学駅西口屋内型指定喫煙所開
設に伴う現在の西口指定喫煙所の撤去
につきましては、平成２７年１０月９
日に開催いたしました路上喫煙禁止区
域地元懇談会にて、担当所管の職員が
地元の皆様と意見交換をさせていただ
いたところです。

この意見交換の中で、当日の全ての
参加団体から、現在の西口指定喫煙所
撤去のご要望をいただいたと受け止め
ております。

区といたしましては、こうした地元
の皆様のご要望を受け、新喫煙所開設
に伴い、現在の西口指定喫煙所を撤去
する方向で検討しておりますので、今
後とも、ご理解ご協力を賜りますよう
お願いいたします。

　平成２９年４月１日、学芸大学駅西口屋
内型指定喫煙所開設に伴い、既存の喫煙
所を廃止いたしました。

　防犯カメラの補助は都の制度ですの
で、支払い後に補助金が出るのが基本
となります。都と検討していきます。

　要綱を改正し、平成２９年度から防犯カメ
ラ設置工事が完了後、速やかに実績報告
等の手続きを行うことを前提として、申請
団体が事業者に支払う前に補助金を交付
できる制度を整備しました。

2

【防犯カメラ設置の補助金について】
　町会等で防犯カメラを設置する際
に、一度全額を町会等が支払わなけれ
ばならない。補助が出るのは３週間後
であり、町会等も財政が厳しいので何
とかならないか。
（２７年度）

【学芸大学駅西口の喫煙所について】
　１０月９日に行われた区と住民の懇
談会の時に、区の説明書の中で屋内型
喫煙所を作ったあと、今までのものは
どうするかということが書いてあった
が、地元町会及び商店街としてはあく
までも今ある外の喫煙所を廃止すると
いうことを希望するのでよろしくお願
いする。
（２７年度）

3
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町会掲示板の数は約１，０００基と
聞いています。アクリル板に替えてほ
しいという要望はたくさんあります
が、１割ちょっとしか替えていないの
が現実です。すぐ替えられるかも含め
て検討する必要があります。できるだ
け早く整理して、町会連合会へ考え方
を示して計画的に財源をつけてやって
いくようにしたいと思います。

　
　町会・自治会掲示板については、アクリ
ル引戸を平成２９～３１年度の３か年で取
り付ける計画で進めています。
　掲示板数（２９．９．１現在）   ：１，０３９基
　取付済み数（２９．９．１現在）：　　３６４基
　取付予定数
  平成２９年度： ２８７基（累計  　４７２基）
　平成３０年度： ２８４基（累計  　７５６基）
　平成３１年度： ２８３基（累計１，０３９基）
 ※上記のほか、引戸を取り付けられない
壁掛け簡易掲示板等が５５基があります。

4

【掲示板について】
　雨や台風があると、掲示した物が全
部はがれてしまう。品川区の掲示板は
９０パーセント以上がガラスの入った
掲示板になっている。その点について
検討してほしい。各町会に１個という
話はあるが、全部やってもらいたい。
（２８年度）
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　区の支障というよりも、学校教育上
支障が出ると学校や教育委員会、区長
部局が総合的に判断すれば難しいとい
うことです。上目黒小学校の一部に認
可保育所を造るのは、学校と協議をし
た上で、認可保育所を併設することに
問題がないと、区全体で判断したこと
によるものです。
　今年度、区有施設に対する保育園・
学童保育クラブ・児童館の活用調査を
したところ、現時点では、烏森小学校
には活用部分がないと検討経過の中
で、教育委員会から回答を受けていま
す。この回答は、教育委員会が学校の
規模等を考え、活用に対して学校教育
上支障があると判断しての結果と受け
止めています。皆さんのお気持ちは十
分わかりますが、その回答を再検討す
るよう促すことはできません。
　今回のお話は、所管課がかねてから
把握している問題です。来年１年間ど
うするか、知恵を絞って検討していき
たいと思います。

　烏森学童保育クラブ等の超過対応とし
て、平成３０年度から烏森第二学童保育ク
ラブを開設する予定です。
　平成２９年度は暫定措置として、教育委
員会及び烏森小学校の協力を得て、ミー
ティングルームなどの学校施設をタイム
シェアで使用し、超過対応を行っていると
ころです。

5

【学童保育クラブについて】
　烏森学童保育クラブの児童数は、来
年になると受入可能人数より１０人以
上オーバーすることが見込まれてい
る。そうなると今通っている誰かが出
て行かなければならない。私たちには
時間がない。２年後には学童保育クラ
ブが新設されることはわかっている。
来年１年間、小学校の１教室を貸して
くれれば済むことである。明日は、烏
森小学校の学校開放日であるので、校
長に交渉したいと思っている。先ほど
区長から、小学校の空き部屋を使用す
るに当たっては、学校に支障が出ない
ようにとの話があった。もし学校側か
ら前向きの回答をもらったとしても区
として支障が出るのはまずいというこ
とになると思うが、何をどうすればク
リアできるのか教えてほしい。また区
として学校へ協力要請するなどアプ
ローチすることはできないか。
（２８年度）
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　北部地区のまちづくり懇談会でも、同
様のお話を受けています。そのことも
受けて、学校、教育委員会、区長部局
の関係者で今後方向性について協議を
行っていきます。
　空きスペースとして学校が判断して
いくかということもありますし、関係
者は具体的な場所について承知してい
ますので、今日の時点では俎上にあげ
て協議中と理解してください。

　烏森学童保育クラブ等の超過対応とし
て、平成３０年度から烏森第二学童保育ク
ラブを開設する予定です。
　平成２９年度は暫定措置として、教育委
員会及び烏森小学校の協力を得て、ミー
ティングルームなどの学校施設をタイム
シェアで使用し、超過対応を行っていると
ころです。

　組織の活動が活発になるほど費用がか
かります。そういったことも踏まえ
て、来年度の予算編成の中で避難所運
営協議会活動の支援の充実を検討して
いきます。

　平成２９年度から、避難所運営協議会運
営費に係る費用助成を、１協議会あたり、
１年度につき２万円（限度額）から、４万円
（限度額）に増額しました。

6

【烏森学童保育クラブについて】
　長男が烏森学童保育クラブに通って
いる。定員が６０人ということだが、
来年度は確実に６０人をオーバーする
状況になっている。区からは超えた分
は何人か通えなくなるとの説明を受け
ているが、できれば来年度も通わせた
いと思っている。父母会としては、再
来年度は新たな受け入れ先ができると
いうことなので、来年度１年だけの特
別な措置として、烏森小学校の空きス
ペースを学童保育クラブに開放しても
らえないかという要望を区にしてい
る。学童保育クラブについても保育園
と同じような状況が生じているので、
検討をお願いしたい。
（２８年度）

7

【避難所運営協議会への支援につい
て】
　区は避難所運営を地域住民主体で行
うという方針だが、避難所運営協議会
に対する助成金が少ない。地域の避難
所運営の取組に対する区の考えをお聞
かせいただきたい。
（２８年度）
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金額については、ここで明言するこ
とはできませんが、しっかりと改善し
てまいります。機材などに関しては、
個々に担当へご相談ください。

　平成２９年度から、避難所運営協議会運
営費に係る費用助成を、１協議会あたり、
１年度につき２万円（限度額）から、４万円
（限度額）に増額しました。

区の管理する標識と、警察が管理す
る標識の２種類がありますので、具体
的な場所を教えていただければと思い
ます。区の標識であれば対応します
し、警察のものであれば、警察へお伝
えしたいと思います。

※後日発言者から具体的な位置図をご
送付いただきましたので、それをもと
に警察署と現地を確認し対応を検討す
ることとしました。

　標識が見えにくい箇所については、碑文
谷警察署と現地立ち合いを行い、標識に
被さった樹木の剪定や標識が見やすいよ
うに位置を変更しました。現場での一方通
行を逆走する車の多くが、時間貸し駐車場
から出る際に、間違って逆走するケースが
多いことから、駐車場管理者に対して駐車
場内に一方通行の方向が分かるような看
板や駐車場内に路面標示を設置すること
を依頼しました。

9

【一方通行の標識について】
　一方通行を逆走する車が多い。標識
が見えなかったという人もいる。見や
すくするなど、配慮してほしい。
（２８年度）

8

【避難所運営協議会の補助について】
　以前もお願いして住区の防災活動の
予算を付けてもらったが、活動をきち
んとしようとすればするほど費用はか
かる。増額していただけないか。（２
８年度）
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